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平
成
23
年
度
か
ら
、
国
保
に
加
入
さ
れ

て
い
る
方
の
人
間
ド
ッ
ク
に
か
か
る
費
用

の
助
成
制
度
が
変
わ
り
ま
し
た
。
４
月
以

降
に
受
診
さ
れ
る
方
は
ご
注
意
く
だ
さ

い
。人

間
ド
ッ
ク
に
要
し
た
費
用
の
半
額

（
※
上
限
２
万
円
）

①
受
診
日
に
米
原
市
国
保
の
資
格
の
あ

る
人

②
申
請
日
ま
で
に
納
期
限
の
到
来
し
た

国
保
税
を
す
べ
て
納
め
て
い
る
人

③
年
度
内
に
特
定
健
診
を
受
診
し
て
い

な
い
人
（
年
度
内
に
人
間
ド
ッ
ク
を

受
診
し
た
人
は
特
定
健
診
を
受
け
て

い
た
だ
く
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
）

平
成
23
年
度
か
ら
人
間
ド
ッ
ク
費
用

助
成
の
対
象
と
な
る
検
査
機
関
が
、
次

の
６
か
所
に
限
定
に
な
り
ま
し
た
。

他
の
検
査
機
関
で
受
診
さ
れ
た
人
間

ド
ッ
ク
に
つ
い
て
は
助
成

で
き
ま
せ
ん
。

○
市
立
長
浜
病
院

1
０
７
４
９
ー
６
８
ー
２
３
３
５

○
長
浜
赤
十
字
病

1
０
７
４
９
ー
６
８
ー
３
３
０
５

○
友
仁
山
崎
病
院

1
０
７
４
９
ー
２
３
ー
１
９
２
９

○
彦
根
市
立
病
院

1
０
７
４
９
ー
２
２
ー
６
０
５
４

○
Ｊ
Ａ
滋
賀
厚
生
連
（
期
間
限
定
）

1
０
７
４
９
ー
５
２
ー
６
５
３
２

○
ひ
こ
ね
健
診
ク
リ
ニ
ッ
ク

（
Ｋ
Ｋ
Ｃ
近
畿
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
）

1
０
７
４
９
ー
２
４
ー
３
０
１
１

お
問
い
合
わ
せ
　

総
務
部
　
財
政
課
（
米
原
庁
舎
）

1
５
２
―
１
５
５
３
　
5
５
２
―
４
４
４
７

４
月
か
ら
人
間
ド

月
か
ら
人
間
ド
ッ
ク
の 

費
用
助
成
制
度
を
改
正
し
ま
す

費
用
助
成
制
度
を
改
正
し
ま
す 

国
保
加
入
者

国
保
加
入
者
の
み
な
さ
ん

の
み
な
さ
ん
へ 

国
保
加
入
者
の
み
な
さ
ん
へ 

４
月
か
ら
人
間
ド
ッ
ク
の 

費
用
助
成
制
度
を
改
正
し
ま
す 

保険課からのおしらせ 

お
問
い
合
わ
せ
　

市
民
部
　
保
険
課
（
近
江
庁
舎
）

1
５
２
―
６
９
２
２
　
5
５
２
―
８
７
３
０

助
成
金
額

対
象
と
な
る
人

助
成
対
象
検
査
機
関

申
請
方
法

①予約②申請③受診

受診当日は、人間ドック受診料のうち、
助成後の自己負担分のみを支払います。
検査結果報告書は、受診機関から市へ
送付されます。

人間ドックの助成は契約検
査機関への支払とするため、
ご本人への償還払いは行い
ません。

予約後すみやかに市
へ申請します。
（必要なもの）
保険証、印鑑

（手続きするところ）
保険課（近江庁舎）
各市民自治センター

受診機関へ
直接予約し
てください。

改正③

改正②

改正①

米
原
市
内
の
発
電
用
施
設
は
、
伊

吹
発
電
所
と
小
泉
発
電
所
（
い
ず
れ

も
水
力
発
電
）
で
す
。

親子活動のようす

いぶき認定こども園




